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１．一般仕様 

 

1.1 件名 

NUCEF工務監視制御装置他更新 

 

1.2 目的及び概要 

   本案件は、設備整備費補助事業によるNUCEF工務監視制御装置等の更新を行うものである。 

NUCEF工務監視制御装置は、設置後34年が経過し、高経年化が著しく、施設の負圧管理、異常故障

発生時のバックアップ運転等の機能維持に支障をきたす恐れがあることから、施設の安全確保及

び安定運転を図るため、工務監視制御装置等の更新を行う。 

本仕様書は、日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という。）原子力科学研究所の

NUCEFに設置されている工務監視制御装置等の更新を実施するために、当該業務を受注者に請負わ

せるための仕様について定めたものである。 

本作業は特定施設等の中央監視装置等の更新であるため、受注者は対象設備の構造、取扱方法、

関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとす

る。 

 

1.3 契約範囲 

1.3.1 契約範囲内 

(1）中央監視装置更新              １式 

(2）自動制御機器更新            １式 

(3）既設RP盤・CP盤改修           １式 

(4）総合運転確認試験            １式 

(5）配管・配線敷設・接続          １式 

 

1.3.2 契約範囲外 

1.3.1記載の契約範囲内に記載なきもの 

 

1.4 納入場所及び納入条件 

(1)納入場所 

原子力機構 原子力科学研究所内 NUCEF（管理区域内作業あり） 

 (2)納入条件 

据付調整後渡し 

 

1.5 納期及び作業実施期間 

(1) 納期 

令和１０年３月３１日（金） 

(2)作業実施期間 

管理棟  令和8年 7月～12月 

実験棟A  令和9年 4月～12月 
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実験棟B   令和9年 1月～ 3月、令和9年7月～9月、令和9年11月～令和10年3月 

※詳細については、原子力機構担当者と打合せの上決定する。 

 

1.6 検収条件 

1.4(1)に示す納入場所に据付後、員数検査、外観検査及び2.4に定める試験・検査並びに提

出図書の合格をもって検収とする。 

 

1.7 保証 

２．技術仕様に定める仕様及び機能要求を満足し、既存現場機器を含めたシステム全体の運転

制御・監視計測ができることを保証すること。 

 

1.8 提出書類 

(1)現場代理人届               契約締結後速やかに       １部 

(2)確認図                  契約締結後速やかに       ３部 

(3)実施工程表                契約締結後速やかに       ３部 

(4)作業要領書                契約締結後速やかに       ３部 

(5)作業報告書                作業終了後速やかに       ３部 

(6)作業写真                 作業終了後速やかに       １部 

(7)完成図書 

[完成図①]                納入時              ３部 

(a) 製本サイズはＡ４版とする。 

(b) 装丁は、原則として黒表紙に金文字で作業名称等を記入する。 

      [完成図②]                          作業終了後速やかに        1 部 

(a) 内容は、前記の［完成図①］と同様とする。 

(b) 製本サイズは、Ａ４版とする。 

(c) 装丁は、簡易製本とし表紙に作業名称等を適宜記入する。 

[完成ＣＡＤデータ]                  納入時              1 部 

[完成図①]と同じ内容をdwg(Auto CAD)形式もしくはdxf形式等でＣＤに記録して提出する。 

 (8)取扱説明書                納入時              1 部 

(9)試験・検査要領書               試験・検査開始２週間前までに  ２部 

(10)試験成績書                 試験・検査終了後速やかに    ２部 

(11)作業日報                  作業日毎に           １部 

(12)作業員名簿                 作業開始２週間前までに     ３部 

(13)委任又は中小受託事業者等の承認について 作業開始２週間前までに     １部 

(14)その他必要書類                           必要部数 

 

（提出場所） 

原子力機構 原子力科学研究所 工務技術部 工作技術課 
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1.9 支給品 

ｱ．電気（無償） 

 ｲ．水（無償） 

ｳ．放射線防護資材(布手袋等) 

 

1.10 貸与品 

ｱ．体幹部線量計 

ｲ．電子ポケット線量計 

ｳ．放射線防護資材(半面マスク等) 

 

1.11 品質管理 

原子力機構の「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画

書」を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこととする。 

 

1.12 適用法規・規格基準 

本施設は、原子炉等規制法の核燃料使用施設及び放射線障害防止法のＲＩ使用施設である。従っ

て、設計・製作・試験検査・据付調整等に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用

して行うこと。 

・原子力基本法 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法） 

・労働安全衛生法 

・日本工業規格（JIS） 

・原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書 

・原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準 

・原子力科学研究所安全衛生管理規則 

・原子力科学研究所消防計画 

・原子力科学研究所事故対策規則 

・原子力科学研究所地震対応要領 

・原子力科学研究所電気工作物保安規程・同規則 

・工務技術部 防火・防災管理要領 

・原子力科学研究所原子炉施設保安規定 

・原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 

・原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

・作業責任者等認定制度の運用要領 

・安全作業ハンドブック 

・その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令、規格、基準等 

 

1.13 機密保持 

受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受

注者、中小受託事業者等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。 
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1.14 安全管理 

(1)一般安全管理 

・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全

確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者

への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとす

る。 

・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 

・受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。 

・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 

 ・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 

・本作業において火気を使用するに当たっては、適切な防火対策を講ずること。 

・受注者は、自らが実施する作業等の安全管理を行うこと。作業開始前には、KY活動及びTBM、リスク

アセスメントを実施し、作業の安全に務めること。 

・安全に係るホールドポイント（作業等を停止・検査して安全確認をしないと次の工程に進めないチ

ェックポイント）を作業要領書等に明確にすること。 

  該設備での作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。 

(2)放射線管理 

 ・受注者は、管理区域内で作業を行う場合は、原子力機構が定める原子力科学研究所放射線安全取扱

手引を遵守しなければならない。 

・ＮＵＣＥＦで行う作業は管理区域内作業を含むため、作業を実施する前に体幹部線量計取得のため

に保安教育を受けること。ただし、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。 

・管理区域内（実験棟A、実験棟B）作業に関しては、常時半面マスク着用にて実施すること。 

・管理区域からの退域時には、原子力機構の指示の下、汚染検査を確実に実施すること。 

・放射線管理及び異常時の対策は、原子力機構の指示に従うこと。 

 

1.15 グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用

する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙

類」の基準を満たしたものであること。 

 

1.16 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子

力機構と協議の上、その決定に従うものとする｡ 

 

1.17 検査員及び監督員 

    検査員 

   （1）一般検査 管財担当課長 

    監督員 

   （1）技術検査 工作技術課 設備チーム 
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２．技術仕様 

 

2.1 概要 

更新対象である工務監視制御装置は、NUCEF特定施設等（気体廃棄設備、液体廃棄設備等）の運転

制御及び状態監視などを一元管理している設備である。 

本件は、工務監視制御装置及び当該装置と互換性が必要な自動制御機器の更新を実施するもので

ある。 

 

2.2 対象設備（詳細は別添１～６のとおり） 

   既設中央監視システムは、ジョンソンコントロールズ株式会社製である。 

(1) 中央監視装置（システム：BilWorks、ソフト：SCADA）         ×１式 

・クライアントPC 

・データサーバ― 

・液晶カラーディスプレイ、キーボード、マウス 

・カラーレーザープリンタ 

・インテリジェントHUB 

・UPS 

２組 

２組 

３組 

１台 

２台 

２台 

(2) RP盤（リモート盤）                       × ２０面 

(3) CP盤（自動制御盤）                       × ２６面 

 

2.3 実施内容 

(1) 中央監視装置更新作業 

     ｱ．実験棟A工務監視室の中央監視装置を更新する。 

      更新範囲は別添１～４に記載のとおり。 

    ｲ．中央監視装置のソフトのセットアップを行う。 

ｳ．既設中央監視装置を撤去する。 

(2) 自動制御機器更新作業 

     ｱ．NUCEF内の各現場に設置されているCP盤内のデジタル指示調節計を更新する 

      更新範囲は別添６に記載のとおり。 

    ｲ．既設デジタル指示調節計を撤去する。 

(3) 既設RP盤・CP盤改修作業 

ｱ．盤改修作業前に補助排風機のバックアップ運転制御、警報出力のソフトインターロックを構

築し、特定施設等の運転を継続させる措置を講ずること。 

    ｲ．NUCEF内の各現場に設置されているRP盤・CP盤内の伝送装置を更新及び更新に伴う盤内の改

造を行う。 

      改造対象、改造内容は別添６～２１に記載のとおり。 

    ｳ．既設伝送装置を撤去する。 

(4) 試験調整・総合運転確認試験 

    ｱ．デジタル指示調節計更新後、単体試験とループ試験を行う。 

    ｲ．中央監視装置更新後、伝送装置との対向試験を行う。 
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    ｳ．伝送装置更新後、末端機器との対向試験を行う。 

ｴ．中央監視装置・伝送装置・デジタル指示調節計更新後、総合運転確認を行う。 

      (5) 配管・配線敷設・接続作業 

ｱ．デジタル指示調節計更新に伴いRP盤とCP盤間のケーブル敷設作業を実施する。 

敷設範囲は別添５に記載のとおり。 

 

2.4 試験・検査 

(1) 現地試験 

        据付及び結線後、承諾された試験・検査要領書に基づき試験を実施する。 

   (2) 試験・検査要領書及び成績書の提出 

        受注者は、試験・検査要領書を試験及び検査実施前に提出し原子力機構監督員の承諾を得

ること。 

   (3) 機器の性能については、製造元の試験及び検査成績書を提出すること。 

(4) 試験及び検査に必要な機材、労力はすべて受注者の負担とし、内容等については別途協議す

ること。 

 

2.5 特記事項 

(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性

を社会に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守するとともに安全性に配慮し

業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

(2)受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、

成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、ま

たは特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ

書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 

(3)受注者は交換部品に同等品との仕様変更が必要となる場合は、変更部品の調査・検討を行うとと

もに、原子力機構担当者と十分協議し承諾を得ること。 

(4)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。また、契約

に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行

い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 

(5)受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の

維持に関する責任を全て負うものとする。 

(6)受注者は、既設機器メーカーとの連絡体制があり当該作業において不具合等が発生した場合は、

速やかに対応が可能であること。 

(7)当該作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。万一毀損した場合は、原子力機構担当者

と協議し速やかに修理すること。 

(8)本仕様書に記載されていない事項でも技術上必要と認められる項目については、原子力機構担当

者と協議し実施すること。 

(9)作業の実施に当たっては関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに、原子力機構担当者

と十分な打合わせの上実施すること。 

(10)本作業で使用する測定計器等は、校正されたものを使用し作業報告書に校正証明書・試験成績書
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等を添付すること。 

(11)当該設備での作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。 

(12)撤去品は、金属類及び産業廃棄物に区分けし、金属類については原子力機構指定場所に整理し

て引き渡すこと。また、産業廃棄物については受注者が処理処分を行い、産業廃棄物管理票を提

出すること。 

(13)本作業の工程で安全確保措置が必要なとき又は作業計画を変更するときは、作業前に原子力機

構担当者の確認を受けたのち実施すること。また、作業実施要領書に確認を受ける作業及び安全

措置内容を明記すること。 

(14)リスクを回避するための手順と異なる事情が発生した場合や異常の兆候を確認した場合は、作

業を一時中断し、原子力機構担当者と作業要領（手順）の変更等について協議すること。 

(15)不測の事態が発生した場合には迅速に対応できるよう、作業現場に工事・作業管理体制表を掲

示すること。 

(16)受注者は原子力機構が伝染性の疾病（新型インフルエンザ等）に対する対策を目的として行動

計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 

(17)作業責任者等認定制度の運用に伴い、原科研が実施する現場責任者等の認定を受けた者が総括

責任者になること。なお、定期講習(1時間)を年１回受講すること。 

(18)補助排風機の運転制御等の機能を維持した状態で中央監視装置等を更新するための措置（ソフ

トインターロックプログラムの切替前確認）は、当該装置の仕様および構成を熟知した者により

実施すること。 

 

 

 













































 

概 要 書 

 

1. 件名 

ＮＵＣＥＦ工務監視制御装置他更新 
 

2. 目的 

本案件は、設備整備費補助事業によるＮＵＣＥＦ工務監視制御装置等の更新を行うものである。 
ＮＵＣＥＦ工務監視制御装置は、設置後３４年が経過し、高経年化が著しく、施設の負圧管理、 
異常故障発生時のバックアップ運転等の機能維持に支障をきたす恐れがあることから、施設の 
安全確保及び安定運転を図るため、工務監視制御装置等の更新を行う。 
 

3. 作業場所 

  茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地 4 

   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内 ＮＵＣＥＦ 

 

4. 工期 

契約日から令和 10 年 3月 31 日（金）までとする。 

 

5. 支払い条件 

・前払い 40％ 

・検収後払い 

 

 

6. 契約範囲 

  ｱ.中央監視装置更新    ×１式 

  ｲ.自動制御機器更新    ×１式 

  ｳ.既設ＲＰ盤・ＣＰ盤改修 ×１式 

  ｴ.総合運転確認試験    ×１式 

ｵ.配管・配線敷設・接続  ×１式 
  
 

以上 
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